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保健福祉部国保年金課

２．本市国保の現状について

令和6年12月17日
令和6年12月_文教福祉委員会資料
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2-1. 被保険者数の推移

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

75歳到達者 1,867 1,505 1,217 1,538 1,977 1,761 1,696 1,549 1,450 1,334 1,131 1,131
75歳到達者以外 28,681 27,827 27,787 26,690 24,560 24,145 23,488 22,935 22,534 22,350 22,350 22,350

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000
（人）

※R6年度以降は見込み ※各年度末現在の被保険者数

30,548

29,332 29,004
28,228

26,537
25,906

25,184
24,484

23,984 23,684 23,481

①75歳到達者が後期高齢者医療保険制度へ移行

②社会保険の適用拡大の影響（R4・R6）

【被保険者数減少の主な要因】

Ｒ4社保適用拡大
101人以上の企業

Ｒ6社保適用拡大
51人以上の企業

※R7年度以降の社保適用拡大の影響は勘案していない

23,481

24,096
23,396

22,896 22,596 22,393 22,393

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正

21,847 21,446 21,262 21,262 21,26222,400

（R6.10月末現在：25,029人）



3

2-2. 医療費の推移

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

総医療費 10,737,347 10,238,408 9,759,902 10,023,762 9,811,965 9,626,300
一人当たり医療費 340 341 332 347 355 366

300
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320

330

340

350

360

370

9,000,000

10,000,000

11,000,000
（千円）（千円）

コロナ受診控え
により減少

総医療費は被保険者数に比例し減少しているが，
一人当たりの医療費は被保険者の高齢化や医療
の高度化により年々増加

※一人当たり医療費＝総医療費／年間平均被保険者数
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2-3. 納付金の推移

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

納付金額 43.1 37.1 32.7 31.9 33.6 36.3 35.9 36.1
一人当たり納付金額 140,938 123,376 112,888 112,948 126,719 140,059 142,442 147,432
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R4年度に県が取崩した県基金35億円のうち，23億円は県の剰余金などを活用し，残りの
12億円については，R6～8年度の納付金に加算（本市は1,800万円程度×3か年度）され，
積戻す予定。

※R7年度は見込み

県剰余金により
1.53億円軽減

県剰余金により
1.58億円軽減

県剰余金により
1.37億円軽減

（円）

※一人当たり納付金＝納付金額／年度末の被保険者数

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正

34.8
148,572
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2-4. 納付金に係る財源不足の推移 （R7税率改正を実施しない場合）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

財源不足 6.2 4.4 0.1 0.8 0.0 2.2 4.7 6.0

国保税等で対応 36.9 32.7 32.6 31.1 33.6 34.1 31.2 29.0

20

25

30

35

40

45 ※H30～R3財源不足分 → 法定外繰入で全額対応
※R5財源不足分 → 基金繰入で全額対応
※R6財源不足分 →基金繰入3.6億円及びR5決算剰余金1.1億円により対応予定
※R7財源不足分 → 基金繰入で4 3.7億円を対応予定だが，それでも2 1.6億円の財源不足となる見込み

４３．１

３１．９

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正

（億円）

３７．１

３２．７
３３．６

３６．３ ３５．９

３６．１
（見込み）

26.0.国保税収納額 24.8 24.4 23.7 26.0 22.7 21.825.1
【参考】

税率改正実施 税率改正が必要

※R6年度以降は見込み ※滞納繰越分含む

社保適用拡大 社保適用拡大

5.3

３４．８
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2-5. 一人当たり国保税額・収納率の推移

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

一人当たり国保税額 82,014 82,212 81,778 95,274 96,569
収納率 95.5 96.1 96.6 96.2 95.9
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85,000

90,000

95,000

100,000
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94.5

95

95.5

96

96.5

97
（％）（千円）

R4税率改正の実施及び被保険者の減少により，一人当たり国保税額はR4年度以降上昇し
ている。収納率はR3年度以降0.3～0.4％下降傾向となっているが，本市は県内3位と高い収
納率を維持している。税額が高くなると，納付困難者が増加することが要因と考えられる。

税率改正実施

※一人当たり国保税額＝決算調定額／年間平均被保険者数
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2-6. 令和6年度国保税（料） 県内他市町村との比較

２２位

試算条件：所得１５０万円（給与収入226万円）
単独世帯，介護分あり（40～64歳）（円） 本市の税率は，県内で２２番目に低い
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2-7. 令和6年度国保特別会計予算

金額（千円）項 目

国民健康保険税

12,500,540計

8,732,008

1,355,718

20,000

5,669

5,817

県 支 出 金

そ の 他

諸 収 入

繰 越 金

繰 入 金

2,381,328

総 務 費 186,538

項 目 金額（千円）

予 備 費 20,000

そ の 他 16

保 険 給 付 費 8,542,069

国保事業費納付金 3,587,272

保 健 事 業 費 148,413

計 12,500,540

諸 支 出 金 16,232
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2-8. 令和6年度国保税の決算見込み

本算定（R6.6.24）現在

賦課総額 24.6億円

被保数減の影響額 △1.4億円

調定額 23.2億円

収納率 95.5％

収納額 22.2億円

税収必要額 26.9億円

不足額 △4.7億円

基金繰入金 3.6億円
R5剰余金 1.1億円
を活用して賄う予定

R6標準保険税率で設定していた場合

賦課総額 29.4億円

被保数減の影響額 △1.6億円

調定額 27.7億円

収納率 95.5％

収納額 26.5億円

税収必要額 26.9億円

不足額 △0.4億円

標準保険税率で設定していた場合，
ほぼ財源不足とならない運営ができる

（参考）

世帯数 被保数 一人当たり税額

R6本算定 17,941世帯 26,644人 106,000円

R5本算定 18,169世帯 27,274人 103,000円

前年との差 △228世帯 △630人 ＋3,000円

一人当たり税額

現行の税率 106,000円

標準保険税率 130,000円

現行との乖離 △24,000円
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2-9. 支払準備基金の残高

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

前年度までの積金 3,509 3,509 3,510 3,510 143,510 683,513 760,737 404,457

剰余金積立・利子 0 0 0 0 240,003 13 0 0

その他積立 0 0 0 140,000 300,000 300,000 0 0

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000 （千円）

基金取崩し 0 0 0 0 0 △222,789 △356,280 △404,457

※R6年度以降は見込み

基金残高 3,509 3,509 3,510 143,510 683,513 760,737 404,457 0

2.2億円
取崩し

3.6億円
取崩予定

4.0 3.7億円
取崩予定

基金が枯渇

370,000

34,457

※取消し線の箇所：R6.11月時点において見直し修正
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保健福祉部国保年金課

３．令和７年度からの国保税率見直し方針案

令和6年12月17日
令和6年12月_文教福祉委員会説明資料

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正

3- 1. 国保税率見直しの考え方

3- 2.【案①】隔年，12,000円増額パターン

3- 3.【案②】毎年，9,000円増額パターン

3- 4. 案件別比較

3- 5. 国保運営協議会からの意見

3- 6．税率改正に伴う負担緩和策（案）

3- 7．今後のスケジュール

3- 8. まとめ
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◆課 題
１．中期的な税率見直しの必要性

・令和7年度のみの税率見直しで税収不足分を解消する場合⇒被保険者にとって急激な負担増
・今後も標準保険税率は年々上昇していく見込み⇒中期的な税率見直しが必要

２．保険税水準の統一を見据えた税率見直しの必要性
・茨城県⇒今期運営方針中間見直しの令和8年度に，完全統一に向けた方針案提示見込
・本市⇒県の動向を注視しながら，段階的に標準保険税率に近づけていく必要あり

※完全統一された場合，市町村ごとに独自の減免措置や基金の活用による税率抑制を実施することは不可

※標準保険税率からかけ離れた低い税率に抑制していた場合，完全統一時，被保険者に急激な負担増

３．子ども・子育て支援金制度の創設を見据えた税率見直しの必要性
・新たな少子化対策の財源確保の仕組み⇒令和8年度から公的医療保険料に「子ども・子育て支援金」が
上乗せされる。令和8年度から10年度にかけて，段階的に導入予定

（参考）1人当たり平均：令和8年度 3,000円 ⇒ 令和9年度 3,600円 ⇒ 令和10年度 4,800円
（R6.7.1「子ども・子育て支援金制度に係る全国高齢者医療主管課⾧等会議」資料より）

3-1. 国保税率見直しの考え方
◆現 状
・令和4年度の18年ぶりの税率改正以降，社会情勢の変化が想定以上に大きく，令和5年度からは支払準備基金
を取り崩しながらの財政運営が継続中。（令和6年度現在，標準保険税との乖離は約24,000円）
・令和7年度には基金も枯渇する見通しで，財源不足を解消するためには，国保税を引き上げざるを得ない状
況。
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賦課総額 31.3億円 29.4億円 28.6億円 24.6億円

賦課総額の特徴
繰入金なしの

運営可能
R6標準保険税率

R4税率改正と同程度の
引き上げ（４億円増）

現行の税率

調 定 額
（被保数減分を減額したもの）

28.6億円 26.8億円 26.1億円 22.5億円

収納額（収納率95％） 27.1億円 25.5億円 24.8億円 21.3億円

必要税収額 27.3億円 26.6億円 27.3億円 26.6億円 27.3億円 26.6億円 27.3億円 26.6億円

税収不足額 △0.2億円 0円 △1.8億円 △1.1億円 △2.5億円 △1.8億円 △6.0億円 △5.3億円

税収不足への充当方法 基金繰入金の活用 基金繰入金の活用 基金繰入金の活用
基金繰入金の活用しても

2.0 1.3億円赤字

一人当たり国保税額 139,000円 130,000円 124,600円 106,000円

現行との乖離 ＋33,000円 ＋24,000円 ＋18,600円 0円

◆3年おきに改正する案
令和7年度の試算 （R6本算定（R6.6.24）現在の被保険者数及び所得状況を基に試算）

・現在の税率（賦課総額24.6億円）から令和4年度税率改正時と同じく4億円増額（賦課総額28.6億円）⇒税収不足額が2.5 1.8億円。
・税収不足額をほぼ解消するまで引き上げる（賦課総額31.3億円）⇒1人当たり3万3千円増額，被保険者にとって大きな負担。
⇒＊まずは令和6年度現在の標準保険税率（賦課総額29.4億円）まで近づける⇒24,000円増

＊令和7年度だけの税率改正では影響が大き過ぎるため，複数年に渡って税率改正を行う

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正
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◆標準保険税への到達のために
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推計年度 R7年度 ★R8年度 R9年度

賦課総額 27.1億円 29.7億円

調 定 額
（被保数減分を減額したもの）

24.7億円 24.1億円 26.1億円

収 納 率 95.0％ 94.5％ 94.5％

収 納 額 23.5億円 22.8億円 24.7億円

必要税収額 27.3億円 26.6億円 27.6億円 27.8億円

税収過不足額 △3.8億円 △3.1億円 △4.8億円 △3.1億円

一人当たり国保税額 118,000円 121,000円 133,000円

（うち子ども・子育て支援金分） 0円 3,000円 3,600円

前年との乖離 ＋12,000円 ＋3,000円 ＋12,000円

（うち子ども・子育て支援金分） 0円 ＋3,000円 ＋600円

3-2. 【案①】 隔年，12,000円増額パターン

◆令和７・９年度に１２，０００円ずつ増税する
★の推計年度は，隔年の改正とは別に「子ども・子育て支援金」の改正あり※一人当たり国保税額を除き，子ども支援金分を勘案していない試算

※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正
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推計年度 R7年度 R8年度 R9年度

賦課総額 26.4億円 27.8億円 29.7億円

調 定 額
（被保数減分を減額したもの）

24.1億円 24.8億円 26.1億円

収 納 率 95.0％ 94.5％ 94.5％

収 納 額 22.9億円 23.4億円 24.7億円

必要税収額 27.3億円 26.6億円 27.6億円 27.8億円

税収過不足額 △4.4億円 △3.7億円 △4.2億円 △3.1億円

一人当たり国保税額 115,000円 124,000円 133,000円

（うち子ども・子育て支援金分） 0円 3,000円 3,600円

前年との乖離 ＋9,000円 ＋9,000円 ＋9,000円

（うち子ども・子育て支援金分） 0円 ＋3,000円 ＋600円

3-3. 【案②】 毎年，9,000円増額パターン

◆令和７・８・９年度に９，０００円ずつ増税する
※一人当たり国保税額を除き，子ども支援金分を勘案していない試算 ※取消し線の箇所：R6.11月時点に見直し修正
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◆試算1. 【案①】 12,000円増額で改正した場合 （令和7年度の試算）

税 率
医療分 後期支援分 介護分 合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

案① 7.43% 42,900円 2.62% 15,300円 2.20% 15,200円 12.25% 73,400円

現 行 6.88% 38,400円 2.32% 12,800円 1.70% 12,000円 10.90% 63,200円

現行との乖離 ＋0.55% +4,500円 ＋0.30% +2,500円 ＋0.50% +3,200円 ＋1.35% +10,200円

モデルケース1
所得0円 単身世帯（介護あり1人） 7割軽減該当

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案① 12,800円 4,500円 4,500円 21,800円

現 行 11,500円 3,800円 3,600円 18,900円

影響額 +1,300円 +700円 +900円 +2,900円

◆税率案 賦課総額27.1億円

※この試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満
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税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案① 468,200円 165,600円 130,900円 764,700円

現 行 429,600円 144,400円 101,600円 675,600円

影響額 +38,600円 +21,200円 +29,300円 +89,100円

モデルケース4
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，介護なし2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案① 511,100円 180,900円 130,900円 822,900円

現 行 468,000円 157,200円 101,600円 726,800円

影響額 +43,100円 +23,700円 +29,300円 +96,100円

モデルケース5
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，高校生以下2人）

モデルケース3
所得200万円 2人世帯（介護あり2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案① 202,400円 71,700円 64,900円 339,000円

現 行 184,800円 62,000円 50,600円 297,400円

影響額 +17,600円 +9,700円 +14,300円 +41,600円

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案① 148,100円 52,400円 47,800円 248,300円

現 行 135,000円 45,200円 37,300円 217,500円

影響額 +13,100円 +7,200円 +10,500円 +30,800円

モデルケース2
所得150万円 2人世帯（介護あり2人） 2割軽減該当

※以下の試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満

◆試算1. 【案①】 12,000円増額で改正した場合 （令和7年度の試算）
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税 率
医療分 後期支援分 介護分 合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

案② 7.18% 41,800円 2.52% 14,800円 2.11% 14,700円 11.81% 71,300

現 行 6.88% 38,400円 2.32% 12,800円 1.70% 12,000円 10.90% 63,200

現行との乖離 ＋0.30% +3,400円 ＋0.20% +2,000円 ＋0.41% +2,700円 ＋0.91% +8,100

モデルケース1
所得0円 単身世帯（介護あり1人） 7割軽減該当

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案② 12,500円 4,400円 4,400円 21,300円

現 行 11,500円 3,800円 3,600円 18,900円

影響額 +1,000円 +600円 +800円 +2,400円

◆税率案 賦課総額26.4億円

※この試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満

◆試算2. 【案②】 9,000円増額で改正した場合 （令和7年度の試算）
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税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案② 453,500円 159,500円 125,800円 738,800円

現 行 429,600円 144,400円 101,600円 675,600円

影響額 +23,900円 +15,100円 +24,200円 +63,200円

モデルケース4
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，介護なし2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案② 495,300円 174,300円 125,800円 795,400円

現 行 468,000円 157,200円 101,600円 726,800円

影響額 +27,300円 +17,100円 +24,200円 +68,600円

モデルケース5
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，高校生以下2人）

モデルケース3
所得200万円 2人世帯（介護あり2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案② 196,300円 69,100円 62,500円 327,900円

現 行 184,800円 62,000円 50,600円 297,400円

影響額 +11,500円 +7,100円 +11,900円 +30,500円

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

案② 143,600円 50,500円 46,000円 240,100円

現 行 135,000円 45,200円 37,300円 217,500円

影響額 +8,600円 +5,300円 +8,700円 +22,600円

モデルケース2
所得150万円 2人世帯（介護あり2人） 2割軽減該当

※以下の試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満

◆試算2. 【案②】 9,000円増額で改正した場合 （令和7年度の試算）
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3-4. 案件別比較 （R9年度までの推計ベース）

項目 案① 「隔年」 案② 「毎年」

税率改正の時期 令和７・９年度
※令和8年度は子ども支援金分のみ

令和７・８・９年度

税率改正１回ごとの
一人当たり増税額

+12,000円 +9,000円

R7～R9の総増税額 +27,000円 +27,000円

R9年度の
一人当たり国保税額

133,000円 133,000円

所得階層ごとの影響額 影響大 比較的影響を抑制
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3-5. 国保運営協議会からの意見

国保法に基づき，国保税の税率など国保事業の運営に関する重要事項を審議するため，被保険者，
保険医，薬剤師，被用者保険等の各代表からなる委員で構成された国保運営協議会を設置している。

９月に令和６年第２回国保運営協議会を開催し，令和７年度からの国保税税率見直し方針案につ
いて審議いただき，各委員から下記のとおり意見があった。

【委員からの意見】
・税率を上げるのは了承。
・最終的に３年目の一人当たり国保税額が同じになるのなら，均等に増額するプランの方が良い。
・年度により税額が上がったり下がったりしない方が良い。
・上がり幅はできるだけ抑えた方が良い。
・市民が納得して納税できるよう，分かりやすい資料を作成して欲しい。
・市民の周知文については，税収を上げる説明だけなく，医療費の抑制に繋がるような健康増進

に関する取組みについてもＰＲすると良いと思う。

【案②】による「毎年９，０００円増額」で進めることに全ての委員が賛成
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3-6. 税率改正に伴う負担緩和策 （案）
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◆令和7年度広報スケジュール案

予定月 方 法 内 容

４月 市ホームページ ・ 税率改正の内容，モデル世帯試算，負担緩和策等

５月 市報５月１０日号 ・ 税率改正の内容，モデル世帯試算，負担緩和策等

６月

市報６月１０日号
・ 資格確認書等の一斉送付
・ 納税通知書の一斉送付，賦課限度額の改正
・ 税率改正案内文書の一斉送付

世帯主宛個別案内発送
・ 税率改正の内容，モデル世帯試算，負担緩和策等を記載した
案内を全世帯（約18,000）に一斉送付

７月 納税通知書発送
・税率改正の内容，モデル世帯試算，負担緩和策等を記載

した案内文書（概要版）を同封

予定月 内 容

１月 国保運営協議会にて，国保税税率案（最終案）を諮問答申

３月
定例会全員協議会にて，国保税税率案を説明

定例会にて，国保税条例改正議案を上程

４月 国保税税率改正実施

3-7. 今後のスケジュール案
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税 率
医療分 後期支援分 介護分 合計

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

改正案 7.16% 41,700円 2.50% 14,800円 2.11% 14,800円 11.77% 71,300

現 行 6.88% 38,400円 2.32% 12,800円 1.70% 12,000円 10.90% 63,200

現行との乖離 ＋0.28% +3,300円 ＋0.18% +2,000円 ＋0.41% +2,800円 ＋0.87% +8,100

モデルケース1
所得0円 単身世帯（介護あり1人） 7割軽減該当

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

改正案 12,500円 4,400円 4,400円 21,300円

現 行 11,500円 3,800円 3,600円 18,900円

影響額 +1,000円 +600円 +800円 +2,400円

◆税率案 毎年9,000円増額

※この試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満

試算3. 賦課限度額３万円増を勘案した場合（令和7年度の試算）
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税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

改正案 452,300円 158,600円 126,000円 736,900円

現 行 429,600円 144,400円 101,600円 675,600円

影響額 +22,700円 +14,200円 +24,400円 +61,300円

モデルケース4
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，介護なし2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

改正案 494,000円 173,400円 126,000円 793,400円

現 行 468,000円 157,200円 101,600円 726,800円

影響額 +26,000円 +16,200円 +24,400円 +66,600円

モデルケース5
所得500万円 4人世帯（介護あり2人，高校生以下2人）

モデルケース3
所得200万円 2人世帯（介護あり2人）

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

改正案 195,800円 68,800円 62,700円 327,300円

現 行 184,800円 62,000円 50,600円 297,400円

影響額 +11,000円 +6,800円 +12,100円 +29,900円

税 率 医療分 後期支援分 介護分 合計

改正案 143,300円 50,300円 46,100円 239,700円

現 行 135,000円 45,200円 37,300円 217,500円

影響額 +8,300円 +5,100円 +8,800円 +22,200円

モデルケース2
所得150万円 2人世帯（介護あり2人） 2割軽減該当

※以下の試算は，子ども支援金分を勘案していない
介護あり ： 40歳以上65歳未満
介護なし ： 40歳未満，65歳以上75歳未満

試算3. 賦課限度額３万円増を勘案した場合（令和7年度の試算）
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3-8.まとめ

＜国保運営協議会での税率見直しの方針＞

・令和７年度の税率の見直しに当たっては，税収不足をすべて解消するまで税率を引き上げた場合は，被保険者
の急激な負担増となってしまうため，今回の改正は，令和6年度の「標準（必要）保険税率」である「24,000円」に，
令和9年度までの子ども・子育て支援金である約「3,000円」を加えた「27,000円」を，令和7年度から9年度までの3
年間かけて，1人当たり年平均「9,000円」増額していくこととする

・税率見直しに伴う負担緩和策
①1人当たり年平均「9,000円」に抑えたことによる令和9年度までの税収不足分には，一般会計から積み立てた

基金を取り崩し補填していく（市独自）
②低所得者への均等割７・５・２割軽減（国の制度）
③未就学児の均等割5割軽減（国の制度）
④小学生から高校生世代の均等割5割減免（市独自）

・市民への税率見直しについての周知は，わかりやすい広報等に努める

・税収をあげることだけでなく，医療費適正や健康増進につながる取組みもＰＲしていく

＜社会保障制度改正等への対応＞
・上記方針が定まった以降に，国においては，①社会保険への適用拡大要件である「企業規模」や「106万円の
壁」の撤廃，②「103万円の壁引き上げ」，③高額療養費制度の「自己負担額引き上げ」等，様々な改正に向けて

の検討が進められておりますので，今後の社会保障制度改正状況等に基づき，適宜所要の見直しを図ってまい
ります。



　

税率改正に伴う影響額イメージ図（令和７年度課税予定）　賦課限度額１０９万円

世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1

世帯収入 世帯所得 割合 57.36% 27.64% 9.84% 3.60% 1.15% 0.32% 0.06% 0.01% 0.01% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 85.0%

55万円 0円 4,386 3,081 948 268 61 22 5 1 0 0 千  1万円未満 4,386 55.86%

55.9%

155万円 100万円 1,494 770 493 155 63 10 2 1 0 0 ① １万円台 1,494 19.03%

19.0%

小計 74.9%

約298万円 200万円 888 343 361 120 42 20 1 1 0 0 ② ２万円台 857 10.91%

11.3%

430万円 300万円 422 146 156 79 22 14 5 0 0 0 ③ ３万円台 550 7.00%

5.4%

約556万円 400万円 209 63 72 41 22 7 3 1 0 0 ④ ４万円台 270 3.44%

2.7%

約678万円 500万円 132 36 41 31 22 2 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 131 1.67%

1.7%

約790万円 600万円 85 20 26 21 10 6 2 0 0 0 ⑥ ６万円台 111 1.41%

1.1%

895万円 700万円 41 6 16 9 7 1 2 0 0 0 ⑦ ７万円台 53 0.67%

0.5%

995万円 800万円 35 7 13 8 6 0 1 0 0 0

0.4%

約1100万円 900万円 35 6 5 15 8 1 0 0 0 0

0.4%

約1200万円 1,000万円 125 26 39 26 20 7 4 1 1 1

1.6%

世帯数計 7,852 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1 7,852 100%

…【案②】毎年9,000円（介護あり）賦課限度額106万円と比較して，影響額が減額となったエリア

…【案②】毎年9,000円（介護あり）賦課限度額106万円と比較して，影響額が増額となったエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：１名
介護分：２名
介護分：２名，18歳未満：1名
介護分：２名，18歳未満：２名
介護分：２名，18歳未満：３名
介護分：２名，18歳未満：４名
介護分：２名，18歳未満：５名
介護分：２名，18歳未満：６名
介護分：２名，18歳未満：７名

２人世帯

≪４０歳から６４歳の方がいる世帯：介護分の賦課あり≫

１人世帯

【最新案】 R6.12.17時点

賦課限度額3万円増

毎年9,000円（介護あり）

９人世帯

３人世帯
４人世帯
５人世帯
６人世帯
７人世帯
８人世帯

千

①

⑤

②

③ ④

⑥

⑦

③

④

⑤

⑤

⑤

②

⑥

⑥

④

②

②
③

資料３



　

税率改正に伴う影響額イメージ図（令和７年度課税予定）　賦課限度額９２万円

世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0

世帯収入 世帯所得 割合 70.81% 24.93% 2.94% 0.86% 0.43% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 95.7%

55万円 0円 6,317 5,416 731 121 36 13 0 0 0 0 千  １万円未満 8,788 83.03%

59.7%

155万円 100万円 2,499 1,341 1,054 76 20 8 0 0 0 0 ① １万円台 1,215 11.48%

23.6%

小計 83.3%

約298万円 200万円 1,063 478 502 52 17 13 0 1 0 0 ② ２万円台 402 3.80%

10.0%

430万円 300万円 338 137 168 25 5 3 0 0 0 0 ③ ３万円台 132 1.25%

3.2%

約556万円 400万円 142 45 76 11 6 4 0 0 0 0 ④ ４万円台 46 0.43%

1.3%

約678万円 500万円 74 31 31 8 3 1 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 1 0.01%

0.7%

約790万円 600万円 44 17 19 3 3 2 0 0 0 0

0.4%

895万円 700万円 24 4 13 5 0 1 1 0 0 0

0.2%

995万円 800万円 18 2 15 1 0 0 0 0 0 0

0.2%

約1100万円 900万円 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0

0.1%

約1200万円 1,000万円 54 20 25 7 1 0 1 0 0 0

0.5%

世帯数計 10,584 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0 10,584 100.00%

…【案②】毎年9,000円（介護なし）賦課限度額89万円と比較して，影響額が減額となったエリア

…【案②】毎年9,000円（介護なし）賦課限度額89万円と比較して，影響額が増額となったエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：０名
介護分：０名
介護分：０名，18歳未満：1名
介護分：０名，18歳未満：２名
介護分：０名，18歳未満：３名
介護分：０名，18歳未満：４名
介護分：０名，18歳未満：５名
介護分：０名，18歳未満：６名
介護分：０名，18歳未満：７名

７人世帯
８人世帯
９人世帯

毎年9,000円（介護なし）

４人世帯

≪４０歳から６４歳の方がいない世帯：介護分の賦課なし≫

５人世帯
６人世帯

【最新案】 R6.12.17時点

賦課限度額3万円増

１人世帯
２人世帯
３人世帯

①

④

②

①

③

⑤

千

④

②

② ③③



世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1

世帯収入 世帯所得 割合 57.36% 27.64% 9.84% 3.60% 1.15% 0.32% 0.06% 0.01% 0.01% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 85.0%

55万円 0円 4,386 3,081 948 268 61 22 5 1 0 0 千  1万円未満 4,529 57.68%

55.9%

155万円 100万円 1,494 770 493 155 63 10 2 1 0 0 ① １万円台 1,429 18.20%

19.0%

小計 74.9%

約298万円 200万円 888 343 361 120 42 20 1 1 0 0 ② ２万円台 76 0.97%

11.3%

430万円 300万円 422 146 156 79 22 14 5 0 0 0 ③ ３万円台 345 4.39%

5.4%

約556万円 400万円 209 63 72 41 22 7 3 1 0 0 ④ ４万円台 690 8.79%

2.7%

約678万円 500万円 132 36 41 31 22 2 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 318 4.05%

1.7%

約790万円 600万円 85 20 26 21 10 6 2 0 0 0 ⑥ ６万円台 105 1.34%

1.1%

895万円 700万円 41 6 16 9 7 1 2 0 0 0 ⑦ ７万円台 107 1.36%

0.5%

995万円 800万円 35 7 13 8 6 0 1 0 0 0 ⑧ ８万円台 125 1.59%

0.4%

約1100万円 900万円 35 6 5 15 8 1 0 0 0 0 ⑨ ９万円台 68 0.87%

0.4%

約1200万円 1,000万円 125 26 39 26 20 7 4 1 1 1 ⑩ 10万円台 60 0.76%

1.6% ※最大11万4千円

世帯数計 7,852 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1 7,852 100%

…影響額が8万円台以上となるエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：１名
介護分：２名
介護分：２名，18歳未満：1名
介護分：２名，18歳未満：２名
介護分：２名，18歳未満：３名
介護分：２名，18歳未満：４名
介護分：２名，18歳未満：５名
介護分：２名，18歳未満：６名
介護分：２名，18歳未満：７名

８人世帯
９人世帯

２人世帯
３人世帯
４人世帯
５人世帯
６人世帯
７人世帯

１人世帯

税率改正に係る影響イメージ図（令和７年度課税予定）　賦課限度額１０６万円 隔年12,000円（介護あり）

【案①】　隔年12,000円増額のパターン

≪４０歳から６４歳の方がいる世帯：介護分の賦課あり≫
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世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0

世帯収入 世帯所得 割合 70.81% 24.93% 2.94% 0.86% 0.43% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 95.7%

55万円 0円 6,317 5,416 731 121 36 13 0 0 0 0 千  １万円未満 6,373 60.21%

59.7%

155万円 100万円 2,499 1,341 1,054 76 20 8 0 0 0 0 ① １万円台 2,504 23.66%

23.6%

小計 83.3%

約298万円 200万円 1,063 478 502 52 17 13 0 1 0 0 ② ２万円台 1,174 11.09%

10.0%

430万円 300万円 338 137 168 25 5 3 0 0 0 0 ③ ３万円台 268 2.53%

3.2%

約556万円 400万円 142 45 76 11 6 4 0 0 0 0 ④ ４万円台 126 1.19%

1.3%

約678万円 500万円 74 31 31 8 3 1 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 69 0.65%

0.7%

約790万円 600万円 44 17 19 3 3 2 0 0 0 0 ⑥ ６万円台 44 0.42%

0.4%

895万円 700万円 24 4 13 5 0 1 1 0 0 0 ⑦ ７万円台 25 0.24%

0.2%

995万円 800万円 18 2 15 1 0 0 0 0 0 0 ⑧ ８万円台 1 0.01%

0.2%

約1100万円 900万円 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0

0.1%

約1200万円 1,000万円 54 20 25 7 1 0 1 0 0 0

0.5%

世帯数計 10,584 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0 10,584 100.00%

…影響額が5万円台以上となるエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：０名
介護分：０名
介護分：０名，18歳未満：1名
介護分：０名，18歳未満：２名
介護分：０名，18歳未満：３名
介護分：０名，18歳未満：４名
介護分：０名，18歳未満：５名
介護分：０名，18歳未満：６名
介護分：０名，18歳未満：７名

８人世帯
９人世帯

２人世帯
３人世帯
４人世帯
５人世帯
６人世帯
７人世帯

１人世帯

税率改正に係る影響イメージ図（令和７年度課税予定）　賦課限度額８９万円 隔年12,000円（介護なし）

【案①】　隔年12,000円増額のパターン

≪４０歳から６４歳の方がいない世帯：介護分の賦課なし≫
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世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1

世帯収入 世帯所得 割合 57.36% 27.64% 9.84% 3.60% 1.15% 0.32% 0.06% 0.01% 0.01% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 85.0%

55万円 0円 4,386 3,081 948 268 61 22 5 1 0 0 千  1万円未満 4,535 57.76%

55.9%

155万円 100万円 1,494 770 493 155 63 10 2 1 0 0 ① １万円台 1,498 19.08%

19.0%

小計 74.9%

約298万円 200万円 888 343 361 120 42 20 1 1 0 0 ② ２万円台 466 5.93%

11.3%

430万円 300万円 422 146 156 79 22 14 5 0 0 0 ③ ３万円台 726 9.25%

5.4%

約556万円 400万円 209 63 72 41 22 7 3 1 0 0 ④ ４万円台 291 3.71%

2.7%

約678万円 500万円 132 36 41 31 22 2 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 147 1.87%

1.7%

約790万円 600万円 85 20 26 21 10 6 2 0 0 0 ⑥ ６万円台 129 1.64%

1.1%

895万円 700万円 41 6 16 9 7 1 2 0 0 0 ⑦ ７万円台 50 0.64%

0.5%

995万円 800万円 35 7 13 8 6 0 1 0 0 0 ⑧ ８万円台 10 0.13%

0.4%

約1100万円 900万円 35 6 5 15 8 1 0 0 0 0

0.4%

約1200万円 1,000万円 125 26 39 26 20 7 4 1 1 1

1.6%

世帯数計 7,852 4,504 2,170 773 283 90 25 5 1 1 7,852 100%

…影響額が8万円台以上となるエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：１名
介護分：２名
介護分：２名，18歳未満：1名
介護分：２名，18歳未満：２名
介護分：２名，18歳未満：３名
介護分：２名，18歳未満：４名
介護分：２名，18歳未満：５名
介護分：２名，18歳未満：６名
介護分：２名，18歳未満：７名

８人世帯
９人世帯

２人世帯
３人世帯
４人世帯
５人世帯
６人世帯
７人世帯

１人世帯

税率改正に係る影響イメージ図（令和７年度課税予定）　賦課限度額１０６万円 毎年9,000円（介護あり）

【案②】　毎年9,000円増額のパターン

≪４０歳から６４歳の方がいる世帯：介護分の賦課あり≫
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世帯構成 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯

数 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0

世帯収入 世帯所得 割合 70.81% 24.93% 2.94% 0.86% 0.43% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% エリア 影響額（年間） 世帯数 割合

（給与） 小計 95.7%

55万円 0円 6,317 5,416 731 121 36 13 0 0 0 0 千  １万円未満 8,844 83.56%

59.7%

155万円 100万円 2,499 1,341 1,054 76 20 8 0 0 0 0 ① １万円台 1,203 11.37%

23.6%

小計 83.3%

約298万円 200万円 1,063 478 502 52 17 13 0 1 0 0 ② ２万円台 383 3.62%

10.0%

430万円 300万円 338 137 168 25 5 3 0 0 0 0 ③ ３万円台 103 0.97%

3.2%

約556万円 400万円 142 45 76 11 6 4 0 0 0 0 ④ ４万円台 48 0.45%

1.3%

約678万円 500万円 74 31 31 8 3 1 0 0 0 0 ⑤ ５万円台 3 0.03%

0.7%

約790万円 600万円 44 17 19 3 3 2 0 0 0 0

0.4%

895万円 700万円 24 4 13 5 0 1 1 0 0 0

0.2%

995万円 800万円 18 2 15 1 0 0 0 0 0 0

0.2%

約1100万円 900万円 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0

0.1%

約1200万円 1,000万円 54 20 25 7 1 0 1 0 0 0

0.5%

世帯数計 10,584 7,495 2,639 311 91 45 2 1 0 0 10,584 100.00%

…影響額が5万円台以上となるエリア

※世帯条件（各階層とも所得１名）※軽減判定：7割・5割・2割適用 　※18歳未満は均等割の5割減免適用
介護分：０名
介護分：０名
介護分：０名，18歳未満：1名
介護分：０名，18歳未満：２名
介護分：０名，18歳未満：３名
介護分：０名，18歳未満：４名
介護分：０名，18歳未満：５名
介護分：０名，18歳未満：６名
介護分：０名，18歳未満：７名

８人世帯
９人世帯

２人世帯
３人世帯
４人世帯
５人世帯
６人世帯
７人世帯

１人世帯

税率改正に係る影響イメージ図（令和７年度課税予定）賦課限度額８９万円 毎年9,000円（介護なし）

【案②】　毎年9,000円増額のパターン

≪４０歳から６４歳の方がいない世帯：介護分の賦課なし≫
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令和６年１２月１９日 

 

ひたちなか市議会 

議長 薄 井 宏 安 殿 

 

文教福祉委員会 

委員長 清 水 健 司 

 

 

閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）福祉行政について 

（２）教育行政について 


